
 

２．事業の概要と成果 
 

（１）上位目標 人々が生きて行くために当然にあるべき権利である「健康」が失われつつある無

医村に於いて､蔓延するエイズやマラリア､乳幼児､５歳未満児及び妊産婦死亡率、

その他の風土病や性病､多くの感染症の減少と公衆衛生知識、病気予防知識の普及

を行い、人々の健康な生活を目指すことを目標とする｡ 

（２）事業内容 ①住民による管理・運営可能な診療所(一般診療科部門と産院の合体型)の建設。 

②診療所業務に関する啓発教育の実施。 

・スウバ村診療所スタッフ(看護師､助産師)が人々へ病気予防と公衆衛生知識

の啓発学習を行なうシステムを作る。 

・スウバ村診療所スタッフは乳幼児､妊産婦への予防接種の徹底普及。 

  ・診療所自主管理委員会が診療所運営･管理のモニタリングを出来るよう当会

が指導し、彼らが毎月実施するよう指導する。 

（３）達成された成果 診療所建設工事：資金入金後直ちに基本資材であるセメントレンガの製造が開始さ

れた。その後順調に工事は進み２０１２年１月末には、診療所棟、

薬局･受付・事務棟、トイレットの建設に於いては２.５ｍの深さ

の便槽を掘削した。       

一方建設物を囲む柵は早急に建設されつつあり、現在は金網を張

る支柱が立てられている。 

夜間は警備員２人が常住し、日中の作業時は連日左官が７～８

人､工事監督が２名従事している。 

また、診療所の自主管理委員会から一人が工事現場に立会い、必

要に応じて協力している。セメント製造時には村の女性達が交代

で製造されたレンガに連日散水を行ない非常に協力的であった。 

 

ソフト面の活動；自主管理委員会への啓発研修は３回行われ、コミュン内７カ村か

ら代表者７５人が出席し２０１１年１２月１０・２４・３１日に

スウバ村で実施した。 

 

住民への病気予防や公衆衛生、その他疾病等に関する啓発学習会

等は、1月１４・１５日に村の小学校の１教室を借り受けて  実

施した。 

第一日目は診療所開設の意味と公衆衛生と疾患との関係。 

第２日目は妊婦の産前･後の検査の必要性を講義した。 

この研修には参加者が多かったので､村の女性で構成されている

１４組織から２人､計２８人全員が出席し､学んだことを持ち帰

り各組織内で他に伝えることとなった。 

病気と衛生の関係を知る機会が今まで無かったので勉強になっ

たという感想を得た。 

同時に汚れている村を清潔にすることが最重要問題であるとの

話題になり､まずゴミ捨て場を掘削することを村で検討すること



になった。         

         

これらの講義の前に、住民の意識度や知識度を知る為に､種々な質問を試み 

た。それによると、我々が想像していた以上の多くの知識の持ち主ではあるが、 

実践が伴っていないことが分かった。 

今回の研修により村民協力の下で清潔な村にする為の策が検討されることになっ

たのは、一つの成果といえる。   

 

学習会に出席した女性達から、日常生活で一番気がかりなことは、子供が病気

になった時にどのように対処したらいいのか、また子供の病気を減少させたいがそ

の術を知らない、ということであった。これらを常に気にしながら学ぶ機会がなく

そのまま過ごしてきたが、今回の２日間の学習でその解決方法を少しずつ理解する

ことが出来た。今後は、さらに学びたいので月一回の割合で病気予防、その他多く

について学習したいのでカラがこのような学習会を開催してほしい旨の声が上が

った。 

当会は本事業終了後も診療所の運営･管理等のモニタリングは続ける。今回の学習

会を通しての村の人々を観察すると、我々が通常持つ「村」は、都会からかけ離れ、

学業に携わった人のいなく、インフラの整備が全く整っていない場所であるという

意識であるが、それとはかけ離れ、スウバ村の人々の意識度は非常に高いと見たの

で、診療所開設後は医者や看護師、助産師が中心になって連携してこの問題に当た

るように説明した。 

 

このような声が聞かれるのも、診療所開設に関連することに伴う、人々の目覚

めであると考える。 

次回の学習会は２月４･５日に計画している。 

（４）今後の見通し 診療所建設は予定通りに４月下旬に落成し、医療従事者を迎え入れて直ちに診療

が可能となる見込みである。住民への啓蒙教育は２月に再度行い、家族計画、感染

症、その他について研修を行う。 

診療所内設備品についても既に製作を依頼してある。 

広報用看板（標識）も３月に入ったら依頼する予定である。 

 

以上、本事業は定められた期間内に終了する見込みである。 

 


